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(57)【要約】
【課題】簡易的な操作で語を削除することができるタッ
チパネル式端末、語削除方法及びプログラムを提供する
こと。
【解決手段】タッチパネル式端末１は、タッチパネル１
１により語入力領域のタッチ操作が検出された場合に、
複数の語のうち、タッチパネル１１により検出された当
該タッチ操作の位置の最も近傍に表示されている語を削
除対象語として特定する語特定部１２１と、語特定部１
２１により削除対象語が特定された場合に、タッチパネ
ル１１により、タッチ操作に続いてフリック操作が検出
されたことに応じて、当該削除対象語を語入力領域から
削除する語削除部１２３と、語削除部１２３により削除
対象語が削除された場合に、語入力領域に表示されてい
る文字列を整列して語入力領域に再表示させる整列部１
２５と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の語が表示されている語入力領域を表示するタッチパネルを備えるタッチパネル式
端末であって、
　前記タッチパネルにより前記語入力領域のタッチ操作が検出された場合に、前記複数の
語のうち、前記タッチパネルにより検出された当該タッチ操作の位置の最も近傍に表示さ
れている語を削除対象語として特定する語特定手段と、
　前記語特定手段により削除対象語が特定された場合に、前記タッチパネルにより、前記
タッチ操作に続いてフリック操作が検出されたことに応じて、当該削除対象語を前記語入
力領域から削除する語削除手段と、
　前記語削除手段により前記削除対象語が削除された場合に、前記語入力領域に表示され
ている語を整列して前記語入力領域に再表示させる整列手段と、を備えるタッチパネル式
端末。
【請求項２】
　前記語削除手段は、前記語特定手段により、削除対象語が特定された場合に、前記タッ
チパネルにより、前記タッチ操作に続いてドラッグ操作が検出されたとき、当該ドラッグ
操作が検出されている位置に当該削除対象語を表示させる演出制御手段を更に備え、前記
タッチパネルによりドラッグ操作の終了を検知したことに応じて、前記削除対象語を前記
語入力領域から削除する請求項１に記載のタッチパネル式端末。
【請求項３】
　前記語特定手段は、前記タッチ操作が検出された位置の近傍に重畳して前記削除対象語
を表示させる重畳表示手段を更に備える請求項１又は２に記載のタッチパネル式端末。
【請求項４】
　前記演出制御手段は、前記ドラッグ操作が検出されたことに応じて、前記語入力領域に
表示されている当該削除対象語を、当該削除対象語以外の前記複数の語に比べて薄く表示
させる請求項２に記載のタッチパネル式端末。
【請求項５】
　前記語入力領域は、検索窓である請求項１から４のいずれかに記載のタッチパネル式端
末。
【請求項６】
　複数の語が表示されている語入力領域を表示するタッチパネルを備えるタッチパネル式
端末が、当該語入力領域の語を削除する語削除方法であって、
　前記タッチパネルにより前記語入力領域のタッチ操作が検出された場合に、前記複数の
語のうち、前記タッチパネルにより検出された当該タッチ操作の位置に最も近傍に表示さ
れている語を削除対象語として特定する語特定ステップと、
　前記語特定ステップにおいて削除対象語が特定された場合に、前記タッチパネルにより
、前記タッチ操作に続いてフリック操作が検出されたことに応じて、当該削除対象語を前
記語入力領域から削除する語削除ステップと、
　前記語削除ステップにおいて前記削除対象語が削除された場合に、前記語入力領域に表
示されている語を整列して前記語入力領域に再表示させる整列ステップと、を含む語削除
方法。
【請求項７】
　複数の語が表示されている語入力領域を表示するタッチパネルを備えるタッチパネル式
端末に実行させるためのプログラムであって、
　前記タッチパネルにより前記語入力領域のタッチ操作が検出された場合に、前記複数の
語のうち、前記タッチパネルにより検出された当該タッチ操作の位置に最も近傍に表示さ
れている語を削除対象語として特定する語特定ステップと、
　前記語特定ステップにおいて削除対象語が特定された場合に、前記タッチパネルにより
、前記タッチ操作に続いてフリック操作が検出されたことに応じて、当該削除対象語を前
記語入力領域から削除する語削除ステップと、
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　前記語削除ステップにおいて前記削除対象語が削除された場合に、前記語入力領域に表
示されている語を整列して前記語入力領域に再表示させる整列ステップと、
　を前記タッチパネル式端末に実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネル式端末、語削除方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機やＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ
）等の携帯端末装置は、携帯性を確保するために大きさが限られている。一方で、このよ
うな携帯端末装置を操作する場合、ボタンやタッチパネルによって文字の入力を行うもの
の、操作性が十分に確保されているとはいえなかった。
【０００３】
　そこで、携帯端末装置における簡易的な文字入力方法として、様々な方法が提案されて
いる。例えば、特許文献１には、タッチパネルに対する所定時間あたりの接触回数を検出
するとともに、タッチパネルの一定箇所の接触継続時間を検出し、当該接触回数及び当該
接触継続時間の少なくともいずれかに基づいて入力文字に対する処理を決定する方法が提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－０２０６６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１には、文字、すなわち、語を入力する方法については示され
ているものの、語を削除する方法については示されていない。つまり、特許文献１では、
語を入力する方法については提案されているものの、一度入力した語を削除する方法につ
いては提案されておらず、簡易的な操作で語を削除することができることが求められてい
る。
【０００６】
　本発明は、簡易的な操作で語を削除することができるタッチパネル式端末、語削除方法
及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）複数の語が表示されている語入力領域を表示するタッチパネルを備えるタッチパ
ネル式端末であって、
　前記タッチパネルにより前記語入力領域のタッチ操作が検出された場合に、前記複数の
語のうち、前記タッチパネルにより検出された当該タッチ操作の位置の最も近傍に表示さ
れている語を削除対象語として特定する語特定手段と、
　前記語特定手段により削除対象語が特定された場合に、前記タッチパネルにより、前記
タッチ操作に続いてフリック操作が検出されたことに応じて、当該削除対象語を前記語入
力領域から削除する語削除手段と、
　前記語削除手段により前記削除対象語が削除された場合に、前記語入力領域に表示され
ている語を整列して前記語入力領域に再表示させる整列手段と、を備えるタッチパネル式
端末。
【０００８】
　（１）のタッチパネル式端末は、語特定手段により、タッチパネルによって語入力領域
のタッチ操作が検出された場合に、複数の語のうち、タッチパネルによって検出された当
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該タッチ操作の位置の最も近傍に表示されている語を削除対象語として特定し、語削除手
段により、語特定手段によって削除対象語が特定された場合に、タッチパネルによってタ
ッチ操作に続いてフリック操作が検出されたことに応じて、当該削除対象語を語入力領域
から削除し、整列手段により、語削除手段によって削除対象語が削除された場合に、語入
力領域に表示されている語を整列して語入力領域に再表示させる。
【０００９】
　よって、（１）のタッチパネル式端末は、ユーザが、語入力領域に表示されている語を
タッチして、フリック操作をすることによって、当該語を削除することができる。更に、
（１）のタッチパネル式端末は、削除された後の語の整列を自動で行うので、ソフトウェ
アキーボード等の他の操作によって語を削除する場合と同様に語の削除、整列を行うこと
ができる。よって、（１）のタッチパネル式端末は、簡易的な操作で語を削除することが
できる。
【００１０】
　（２）前記語削除手段は、前記語特定手段により、削除対象語が特定された場合に、前
記タッチパネルにより、前記タッチ操作に続いてドラッグ操作が検出されたとき、当該ド
ラッグ操作が検出されている位置に当該削除対象語を表示させる演出制御手段を更に備え
、前記タッチパネルによりドラッグ操作の終了を検知したことに応じて、前記削除対象語
を前記語入力領域から削除する（１）に記載のタッチパネル式端末。
【００１１】
　（２）のタッチパネル式端末は、演出制御手段により、削除対象語が特定された場合に
、タッチパネルによりタッチ操作に続いてドラッグ操作が検出されたとき、当該ドラッグ
操作が検出されている位置に当該削除対象語を表示させる。よって、タッチパネル式端末
は、ユーザのドラッグ操作に対応する接触位置に削除対象語を移動させる制御を行うので
、このような制御を行わない場合に比べて、削除対象語をユーザに認識させやすくするこ
とができる。
【００１２】
　（３）前記語特定手段は、前記タッチ操作が検出された位置の近傍に重畳して前記削除
対象語を表示させる重畳表示手段を更に備える（１）又は（２）に記載のタッチパネル式
端末。
【００１３】
　（３）のタッチパネル式端末は、重畳表示手段によりタッチ操作が検出された位置の近
傍に重畳して削除対象語を表示させるので、タッチ操作が検出された場合に、どの語が削
除対象語として特定されたかについて、ユーザに認識させることができる。
【００１４】
　（４）前記演出制御手段は、前記ドラッグ操作が検出されたことに応じて、前記語入力
領域に表示されている当該削除対象語を、当該削除対象語以外の前記複数の語に比べて薄
く表示させる（２）に記載のタッチパネル式端末。
【００１５】
　（４）のタッチパネル式端末は、演出制御手段によりドラッグ操作が検出されたことに
応じて、語入力領域に表示されている当該削除対象語を、当該削除対象語以外の複数の語
に比べて薄く表示させる。よって、（４）のタッチパネル式端末は、語入力領域において
、削除対象語と削除対象語以外の語とを区別して表示するので、語入力領域における削除
対象語をユーザに認識させやすくすることができる。
【００１６】
　（５）前記語入力領域は、検索窓である（１）から（４）のいずれかに記載のタッチパ
ネル式端末。
【００１７】
　（５）のタッチパネル式端末は、語の入力や削除が多い検索窓が表示されている場合に
、フリック操作及びドラッグ操作によって簡易的に語の削除を行うので、ユーザの検索作
業を補助することができる。
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【００１８】
　（６）複数の語が表示されている語入力領域を表示するタッチパネルを備えるタッチパ
ネル式端末が、当該語入力領域の語を削除する語削除方法であって、
　前記タッチパネルにより前記語入力領域のタッチ操作が検出された場合に、前記複数の
語のうち、前記タッチパネルにより検出された当該タッチ操作の位置に最も近傍に表示さ
れている語を削除対象語として特定する語特定ステップと、
　前記語特定ステップにおいて削除対象語が特定された場合に、前記タッチパネルにより
、前記タッチ操作に続いてフリック操作が検出されたことに応じて、当該削除対象語を前
記語入力領域から削除する語削除ステップと、
　前記語削除ステップにおいて前記削除対象語が削除された場合に、前記語入力領域に表
示されている語を整列して前記語入力領域に再表示させる整列ステップと、を含む語削除
方法。
【００１９】
　このような方法によれば、当該方法を実施することにより、（１）と同様の効果が期待
できる。
【００２０】
　（７）複数の語が表示されている語入力領域を表示するタッチパネルを備えるタッチパ
ネル式端末に実行させるためのプログラムであって、
　前記タッチパネルにより前記語入力領域のタッチ操作が検出された場合に、前記複数の
語のうち、前記タッチパネルにより検出された当該タッチ操作の位置に最も近傍に表示さ
れている語を削除対象語として特定する語特定ステップと、
　前記語特定ステップにおいて削除対象語が特定された場合に、前記タッチパネルにより
、前記タッチ操作に続いてフリック操作が検出されたことに応じて、当該削除対象語を前
記語入力領域から削除する語削除ステップと、
　前記語削除ステップにおいて前記削除対象語が削除された場合に、前記語入力領域に表
示されている語を整列して前記語入力領域に再表示させる整列ステップと、
　を前記タッチパネル式端末に実行させるプログラム。
【００２１】
　このようなプログラムによれば、当該プログラムをタッチパネル式端末に実行させるこ
とにより、（１）と同様の効果が期待できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、簡易的な操作で語を削除することができるタッチパネル式端末、語削
除方法及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施形態に係るタッチパネル式端末の機能概要を示す図である。
【図２】本実施形態に係るタッチパネルの表示部に、キーボードの画像と、語入力領域と
が表示されている例を示す図である。
【図３】本実施形態に係る語入力領域に表示されている語から削除対象語が特定される直
前の状態を示す図である。
【図４】本実施形態に係る語入力領域に表示されている語から削除対象語が特定された状
態を示す図である。
【図５】本実施形態に係る演出制御部により削除対象語に演出制御が行われた状態を示す
図である。
【図６】本実施形態に係る語入力領域から削除対象語が削除された状態を示す図である。
【図７】本実施形態に係るタッチパネル式端末において、語入力領域から語を削除する処
理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】



(6) JP 2012-141663 A 2012.7.26

10

20

30

40

50

　以下、本発明の実施形態について図を参照しながら説明する。
【００２５】
　［機能構成］
　図１は、本実施形態に係るタッチパネル式端末１の機能概要を示す図である。タッチパ
ネル式端末１は、語入力領域に表示されている語を簡易的な操作で削除することができる
端末である。
【００２６】
　本実施形態には、コンピュータ（タッチパネル式端末１）及びその周辺装置に適用され
る。本実施形態における各部は、コンピュータ及びその周辺装置が備えるハードウェア並
びにこのハードウェアを制御するソフトウェアによって構成される。
【００２７】
　上記ハードウェアには、制御部としてのＣＰＵの他、記憶部、通信部、タッチパネルが
含まれる。記憶部としては、例えば、メモリ（ＲＡＭ、ＲＯＭ等）、ハードディスクドラ
イブ（ＨＤＤ）及び光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ等）ドライブが挙げられる。通信部として
は、例えば、各種有線及び無線インターフェース装置が挙げられる。タッチパネルとして
は、例えば、抵抗膜方式や静電容量方式のセンサが利用可能である。
【００２８】
　上記ソフトウェアには、上記ハードウェアを制御するコンピュータ・プログラムやデー
タが含まれる。コンピュータ・プログラムやデータは、記憶部により記憶され、制御部に
より適宜実行、参照される。また、コンピュータ・プログラムやデータは、通信ネットワ
ークを介して配布することも可能であり、ＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ可読媒体に記憶
して配布することも可能である。
【００２９】
　タッチパネル式端末１は、タッチパネル１１と、制御部１２と、記憶部１３とを備える
。
　タッチパネル１１は、表示部１１１と、タッチ位置検出部１１２とを備える。
　タッチ位置検出部１１２は、シート状の接触位置検出センサであり、表示部１１１に対
向して設けられている。このタッチ位置検出部１１２は、タッチ操作を検出するとともに
、タッチ操作が検出された位置を検出する。
　記憶部１３は、制御部１２の動作を実行するプログラムや、種々の情報を記憶する。
【００３０】
　制御部１２は、タッチパネル１１の表示部１１１に複数の語を入力可能な語入力領域と
、キーボードとを表示させる。なお、本実施形態では、キーボードは、ソフトウェアキー
ボードであるものとする。
【００３１】
　図２は、本実施形態に係るタッチパネル１１の表示部１１１に、ソフトウェアキーボー
ドと、語入力領域とが表示されている例を示す図である。図２の表示部１１１には、語入
力領域１１１Ａと、キーボード１１１Ｂと、検索ボタン１１１Ｃとが表示されていること
を確認することができる。すなわち、語入力領域１１１Ａは、いわゆる検索窓であること
とする。
【００３２】
　制御部１２は、タッチパネル１１のタッチ位置検出部１１２により、このキーボードを
構成する文字に対応する位置へのタッチ操作が検出されたことに応じて、語入力領域に対
して文字を入力する。例えば、図２に表示されているキーボード１１１Ｂの「Ａ」に対応
する位置がタッチされたことに応じて、語入力領域１１１Ａに、「Ａ」が入力される。な
お、制御部１２は、図２に表示されているキーボード１１１Ｂの「Ａ」に対応する位置が
タッチされたことに応じて、語入力領域１１１Ａに、「あ」が入力されるようにローマ字
入力を行ったり、カナ入力等の他の入力方式で入力するようにしてもよい。
【００３３】
　また、制御部１２は、複数の文字が入力された場合に、タッチパネル１１のタッチ位置
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検出部１１２により、所定の操作を受け付けたことに応じて、誤入力領域に対して入力さ
れた文字の変換を受け付ける。図２では、語入力領域１１１Ａに、既に入力及び文字の変
換が行われた語として、「ブログ」、「料理」、「手軽」、「和食」が表示されているこ
とが確認できる。
【００３４】
　制御部１２は、語特定手段としての語特定部１２１と、語削除手段としての語削除部１
２３と、整列手段としての整列部１２５とを備える。
　語特定部１２１は、タッチパネル１１のタッチ位置検出部１１２により語入力領域のタ
ッチ操作が検出された場合に、語入力領域に表示されている複数の語のうち、タッチパネ
ル１１のタッチ位置検出部１１２により検出された位置の最も近傍に表示されている語を
削除対象語として特定する。
　また、語特定部１２１は、タッチパネル１１のタッチ位置検出部１１２により語入力領
域のタッチ操作が検出された場合に、当該タッチ操作が検出された位置の近傍に重畳して
削除対象語を表示させる重畳表示手段としての重畳表示部１２２を備える。
【００３５】
　図３は、本実施形態に係る語入力領域に表示されている語から削除対象語が特定される
直前の状態を示す図である。図３では、ユーザの指Ｆがタッチパネル１１に接触される直
前の状態である。図３から確認できるように、語入力領域１１１Ａに表示されている複数
の語のうち、指Ｆの位置に最も近い語は、「手軽」である。
【００３６】
　図４は、本実施形態に係る語入力領域に表示されている語から削除対象語が特定された
状態を示す図である。図３に示す状態から指Ｆがタッチパネル１１に接触されると、語特
定部１２１は、タッチパネル１１のタッチ位置検出部１１２により検出された位置の最も
近傍に表示されている「手軽」を削除対象語として特定する。更に、重畳表示部１２２は
、当該タッチ操作が検出された位置の近傍に重畳して削除対象語を表示する。図４では、
削除対象語Ｗ１である「手軽」の近傍に、削除対象語Ｗ２が重畳して表示されていること
が確認できる。
【００３７】
　なお、本実施形態では、重畳表示部１２２を設けて、削除対象語を重畳表示させること
としたが、これに限らない。例えば、語特定部１２１は、削除対象語を重畳表示させずに
強調表示させたり、削除対象語を吹き出しとして表示させたり、特に重畳表示や強調表示
を行わないようにしてもよい。
【００３８】
　語削除部１２３は、語特定部１２１により削除対象語が特定された場合に、タッチパネ
ル１１のタッチ位置検出部１１２により、タッチ操作に続いてフリック操作が検出された
ことに応じて、当該削除対象語を語入力領域から削除する。なお、フリック操作とは、タ
ッチパネル１１に指やタッチペン等の物体が触れている状態で、当該物体を素早く払うよ
うにスライドさせる操作である。
【００３９】
　また、語削除部１２３は、削除対象語を削除する際に、タッチパネル１１に表示されて
いる削除対象語を認識しやすくするための演出を行う演出制御手段としての演出制御部１
２４を備える。
【００４０】
　この演出制御部１２４は、語特定部１２１により削除対象語が特定された場合に、タッ
チパネル１１のタッチ位置検出部１１２によってタッチ操作に続いてドラッグ操作が検出
されたとき、当該ドラッグ操作が検出されている位置に当該削除対象語を表示させる。な
お、ドラッグ操作とは、タッチパネル１１に指やタッチペン等の物体が触れている状態で
、当該物体をフリック操作に比べて遅くスライドさせる操作である。
【００４１】
　また、演出制御部１２４は、タッチパネル１１のタッチ位置検出部１１２によってタッ
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チ操作に続いてドラッグ操作が検出されたことに応じて、語入力領域に表示されている削
除対象語を、削除対象語以外の複数の語に比べて薄く表示させる。
【００４２】
　また、語削除部１２３は、タッチパネル１１のタッチ位置検出部１１２によって、ドラ
ッグ操作が検出されなくなった場合、すなわち、ドラッグ操作の終了を検知したことに応
じて、削除対象語を語入力領域から削除する。
　なお、語削除部１２３は、フリック操作やドラッグ操作が行われることなく、タッチ操
作が検出されなくなった場合、語特定部１２１による削除対象語の特定を解除する。
【００４３】
　図５は、本実施形態に係る演出制御部１２４により削除対象語に演出制御が行われた状
態を示す図である。図５では、「手軽」が削除対象語であるものとする。なお、図５では
、削除対象語が２つ表示されており、指Ｆのタッチ位置に対応する削除対象語を削除対象
語Ｗ３とし、語入力領域に薄く表示されている削除対象語を削除対象語Ｗ４とする。
【００４４】
　図５では、タッチ位置検出部１１２によって検出された指Ｆの位置に対応して、削除対
象語Ｗ３として「手軽」が表示されていることが確認できる。また、語入力領域１１１Ａ
に表示されている削除対象語Ｗとしての「手軽」が、語入力領域１１１Ａに表示されてい
る他の語に比べて薄く表示されていることを確認することができる。
【００４５】
　整列部１２５は、語削除部１２３により削除対象語が削除された場合に、語入力領域に
表示されている語を整列して語入力領域に再表示させる。
【００４６】
　図６は、本実施形態に係る語入力領域から削除対象語が削除された状態を示す図である
。図６では、図５において表示されていた「手軽」が削除され、「手軽」が表示されてい
た位置に、「和食」が表示されていることが確認できる。
【００４７】
　つまり、図４に示される状態から、タッチ位置検出部１１２によりフリック操作が検出
された場合、又は図５に示される状態から、タッチ位置検出部１１２によりドラッグ操作
が検出されなくなった場合、語削除部１２３は、削除対象語Ｗとしての「手軽」を語入力
領域から削除する。続いて、整列部１２５は、語入力領域において、「手軽」が表示され
ていた位置が空白とならないように、語を整列する。
【００４８】
　［フローチャート］
　続いて、タッチパネル式端末１における処理の流れについて説明する。
　図７は、本実施形態に係るタッチパネル式端末１において、語入力領域から語を削除す
る処理の流れを示すフローチャートである。
【００４９】
　ステップＳ１において、制御部１２（語特定部１２１）は、タッチパネル１１のタッチ
位置検出部１１２により、タッチ操作が検出されたか否かを判定する。制御部１２（語特
定部１２１）は、この判定がＹＥＳの場合、ステップＳ２に処理を移し、この判定がＮＯ
の場合、ステップＳ１を再実行する。
【００５０】
　ステップＳ２において、制御部１２（語特定部１２１）は、タッチパネル１１のタッチ
位置検出部１１２により検出された位置の最も近傍に表示されている語を削除対象語とし
て特定する。
【００５１】
　ステップＳ３において、制御部１２（重畳表示部１２２）は、ステップＳ２において削
除対象語が特定された場合に、タッチ操作が検出された位置の近傍に重畳して削除対象語
を表示させる。
【００５２】
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　ステップＳ４において、制御部１２（語削除部１２３）は、タッチパネル１１のタッチ
位置検出部１１２により、タッチ操作に続いてフリック操作が検出されたか否かを判定す
る。制御部１２（語削除部１２３）は、この判定がＹＥＳの場合、ステップＳ８に処理を
移し、この判定がＮＯの場合、ステップＳ５に処理を移す。
【００５３】
　ステップＳ５において、制御部１２（語削除部１２３）は、タッチパネル１１のタッチ
位置検出部１１２により、タッチ操作に続いてドラッグ操作が検出されたか否かを判定す
る。制御部１２（語削除部１２３）は、この判定がＹＥＳの場合、ステップＳ６に処理を
移し、この判定がＮＯの場合、ステップＳ１０に処理を移す。
【００５４】
　ステップＳ６において、制御部１２（演出制御部１２４）は、削除対象語を認識しやす
くするための演出制御を実行する。具体的には、制御部１２（演出制御部１２４）は、タ
ッチパネル１１のタッチ位置検出部１１２によりドラッグ操作が検出されている位置に削
除対象語を表示させる。また、制御部１２（演出制御部１２４）は、語入力領域に表示さ
れている削除対象語を、削除対象語以外の複数の語に比べて薄く表示させる。
【００５５】
　ステップＳ７において、制御部１２（語削除部１２３）は、ドラッグ操作が終了したか
否か、すなわち、タッチパネル１１のタッチ位置検出部１１２により、タッチ操作に続い
てドラッグ操作が検出されなくなったか否かを判定する。制御部１２（語削除部１２３）
は、この判定がＹＥＳの場合、ステップＳ８に処理を移し、この判定がＮＯの場合、ステ
ップＳ６に処理を移す。
【００５６】
　ステップＳ８において、制御部１２（語削除部１２３）は、ステップＳ２において特定
された削除対象語を削除する。
　ステップＳ９において、制御部１２（整列部１２５）は、ステップＳ８において、削除
対象語が削除されたことに応じて、語入力領域に表示されている語を整列して語入力領域
に再表示させる。この処理が終了すると、制御部１２は、本フローチャートに係る処理を
終了する。
【００５７】
　ステップＳ１０において、制御部１２（語削除部１２３）は、タッチパネル１１のタッ
チ位置検出部１１２により、タッチ操作がされなくなったか否かを判定する。制御部１２
（語削除部１２３）は、この判定がＹＥＳの場合、ステップＳ１１に処理を移し、この判
定がＮＯの場合、ステップＳ４に処理を移す。
【００５８】
　ステップＳ１１において、制御部１２（語削除部１２３）は、削除対象語の特定を解除
する。この処理が終了すると、制御部１２は、本フローチャートに係る処理を終了する。
【００５９】
　以上、本実施形態によれば、タッチパネル式端末１は、語特定部１２１により、タッチ
パネル１１により語入力領域のタッチ操作が検出された場合に、複数の語のうち、タッチ
パネル１１により検出された当該タッチ操作の位置の最も近傍に表示されている語を削除
対象語として特定し、語削除部１２３により、語特定部１２１によって削除対象語が特定
された場合に、タッチパネル１１により、タッチ操作に続いてフリック操作が検出された
ことに応じて、当該削除対象語を語入力領域から削除し、整列部１２５により、語削除部
１２３によって削除対象語が削除された場合に、語入力領域に表示されている語を整列し
て語入力領域に再表示させる。
【００６０】
　よって、タッチパネル式端末１は、削除された後の語の整列を自動で行うので、ソフト
ウェアキーボード等の他の操作によって語を削除する場合と同様に語の削除、整列を行う
ことができる。よって、タッチパネル式端末１は、簡易的な操作で語を削除することがで
きる。
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　また、タッチパネル式端末１は、演出制御部１２４により、削除対象語が特定された場
合に、タッチパネル１１により、タッチ操作に続いてドラッグ操作が検出されたとき、当
該ドラッグ操作が検出されている位置に当該削除対象語を表示させる。よって、タッチパ
ネル式端末１は、ユーザのドラッグ操作に応じて削除対象語が移動する制御を行うので、
このような制御を行わない場合に比べて、削除対象語をユーザに認識させやすくすること
ができる。
【００６２】
　また、タッチパネル式端末１は、重畳表示部１２２によりタッチ操作が検出された位置
の近傍に重畳して削除対象語を表示させるので、タッチ操作が検出された場合に、どの語
が削除対象語として特定されたかについて、ユーザに認識させることができる。
【００６３】
　また、タッチパネル式端末１は、演出制御部１２４により、ドラッグ操作が検出された
ことに応じて、語入力領域に表示されている当該削除対象語を、当該削除対象語以外の複
数の語に比べて薄く表示させる。よって、タッチパネル式端末１は、語入力領域において
、削除対象語と削除対象語以外の語とを区別して表示するので、語入力領域における削除
対象語をユーザに認識させやすくすることができる。
【００６４】
　また、タッチパネル式端末１は、語の入力や削除が多い検索窓が表示されている場合に
、フリック操作及びドラッグ操作によって簡易的に語の削除を行うので、ユーザの検索作
業を補助することができる。
【００６５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るもので
はない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果
を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたものに限定さ
れるものではない。
【００６６】
　本実施形態では、タッチパネル式端末１というコンピュータを例にとって説明したが、
本発明はコンピュータに限られるものではなく、コンピュータが各種機能を実行する方法
、コンピュータに各種機能を実行させるためのプログラム、及びこのプログラムを記憶し
た記憶媒体にも適用可能である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　タッチパネル式端末
　１１　タッチパネル
　１２　制御部
　１３　記憶部
　１１１　表示部
　１１２　タッチ位置検出部
　１２１　語特定部
　１２２　重畳表示制御部
　１２３　語削除部
　１２４　演出制御部
　１２５　整列部
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